
様式 １　公表されるべき事項

独立行政法人国立美術館の役職員の報酬・給与等について

Ⅰ 役員報酬等について

1　役員報酬についての基本方針に関する事項

法人の長

理事

理事（非常勤）

監事（非常勤）

  ②  平成２９年度における役員報酬についての業績反映のさせ方（業績給の仕組み及び導入
　　実績を含む。）

　③ 役員報酬基準の内容及び平成２９年度における改定内容

独立行政法人国立美術館役員報酬規則に則り、非常勤役員手当として月額８０,０００円としてい
る。なお、平成２９年度においては改定は行っていない。

国立美術館は、美術館を設置して、美術（映画を含む）に関する作品その他資料を収集し、保管
して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査及び研究並びに教育及び普及の事業等
を行うことにより、芸術その他の文化の振興を図ることを目的としている。
そうした組織の中で、理事長は、法人全体の活動を総括する一方で、我が国における芸術文化の
創造と発展、国民の美的感性の育成を使命とし、美術振興の中心拠点として、高いマネジメント能
力やリーダーシップに加え、高度な専門性が求められる。
理事においてもこれら多岐に渡る業務を遂行する理事長の職務を補佐するにあたり、相当の能力
と専門性が求められる。
以上により役員報酬の設定にあたっては、国家公務員の指定職、文化分野の保存・活用等を図る
ことを主要な業務とする他法人の長を参考とした。

独立行政法人国立美術館役員報酬規則により、役員に支給される報酬のうち、期末特別手当に
おいては、文部科学大臣が行う業績評価、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案
して理事長が決定する評価に基づき、期末特別手当の額の１００分の１０の範囲内で、これを増額
し、又は減額した額とすることができるものとしている。  平成２９年度においては、業績に反映する
ほどの特に顕著な業績や失態がなかったと判断し、役員報酬の増減は行わなかった。

役員報酬支給基準は、法人の長と同様である。月額については、独立行政法人国立美術館役員
報酬規則に則り、俸給月額（７６１,０００円）及び地域手当（東京都特別区２０％）の月額並びに俸
給月額及び地域手当の月額に１００分の２０を乗じて得た額並びに俸給月額に１００分の２５を乗じ
て得た額の合計額に、６月に支給する場合においては１００分の１５７．５、１２月に支給する場合に
おいては１００分の１７２．５を乗じて得た額としている。また、文部科学大臣が行う業績評価の結果
を勘案して、前項の規定による期末特別手当の額の１００分の１０の範囲内で、これを増額し、又は
減額した額とすることができることとしている。
平成２９年度においては、国家公務員の給与改定の状況を踏まえた改定として、期末特別手当支
給率の引き上げ（年間０.０５ヶ月分）を実施した。

独立行政法人国立美術館役員報酬規則に則り、非常勤役員手当として月額８０,０００円としてい
る。なお、平成２９年度においては改定は行っていない。

  ①  役員報酬の支給水準の設定についての考え方

役員報酬支給基準は、月額及び期末特別手当から構成されている。月額については、独立行政
法人国立美術館役員報酬規則に則り、俸給月額（９６５,０００円）及び地域手当（俸給月額の１
０％）の月額並びに俸給月額及び地域手当の月額に１００分の２０を乗じて得た額並びに俸給月
額に１００分の２５を乗じて得た額の合計額に、６月に支給する場合においては１００分の１５７．５、
１２月に支給する場合においては１００分の１７２．５を乗じて得た額としている。また、文部科学大
臣が行う業績評価の結果を勘案して、前項の規定による期末特別手当の額の１００分の１０の範囲
内で、これを増額し、又は減額した額とすることができることとしている。
平成２９年度においては、国家公務員の給与改定の状況を踏まえた改定として、期末特別手当支
給率の引き上げ（年間０.０５ヶ月分）を実施した。
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２　役員の報酬等の支給状況
平成２９年度年間報酬等の総額

報酬（給与） 賞与 就任 退任
千円 千円 千円 千円

1,158 （地域手当）

47 （通勤手当）

18,434 11,580 5,000 552 （単身赴任手当）
千円 千円 千円 千円

1,826 （地域手当） ◇
15,417 9,132 4,244 215 （通勤手当）

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

960 960 0 0 （　　　　）
千円 千円 千円 千円

960 960 0 0
（　　　　）

注１：「その他」欄には手当等が支給されている場合は、例えば通勤手当の総額を記入する。
注２：「前職」欄には、役員の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　 退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後
       独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

３　役員の報酬水準の妥当性について

【法人の検証結果】
　法人の長

　理事

　理事（非常勤）

　監事（非常勤）

【主務大臣の検証結果】

法人の長

A理事

国立美術館は、美術館を設置して、美術（映画を含む。）に関する作品その他資料を収集し、保
管して公衆の観覧に供するとともに、これに関連する調査及び研究並びに教育及び普及の事業
等を行うことにより、芸術その他の文化の振興を図ることを目的としている。
そうした組織の中で、理事長は、法人全体の活動を総括する一方で、我が国における芸術文化の
創造と発展、国民の美的感性の育成を使命とし、美術振興の中心拠点として、高いマネジメント能
力やリーダーシップに加え、高度な専門性が求められる。
また、理事長の年間報酬額は、事務次官の年間給与額（２,３１７万円）と比較してもそれを下回っ
ており、文化分野の保存・活用を図ることを主要な業務とする他法人の長の年間報酬額（１,８００万
円超）とほぼ同水準となっており、こうした職務内容の特性や他法人等との比較を踏まえると、報酬
水準は妥当であると考えられる。

理事の職務においては、上記理事長の多岐に渡る業務を補佐するにあたり、相当の専門性を求
めている。また、文化分野の保存・活用等を図ることを主要な業務とする他法人の理事の年間報
酬額（１,５００万円超）とほぼ同水準となっており、こうした職務内容の特性や他法人等との比較を
踏まえると、報酬水準は妥当であると考えられる。

監事（非常勤）については、国家公務員における指定職俸給表１号俸相当をベースに、業務内
容、想定勤務日数等を総合的に勘案し算出している。また、文化分野の保存・活用を図ることを主
要な業務とする他法人の監事（非常勤）の報酬額との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると
考えられる。

役名

960 0

専門性の観点及び同等分野の法人との比較において報酬水準は妥当であると考える。また、国
及び民間との比較においても報酬水準は下回っていること等から報酬額は適正であると考える。

就任・退任の状況

H29.4.1

H29.4.1

A監事
（非常勤）

B理事
（非常勤） 960 0 H29.4.1

理事（非常勤）については、国家公務員における指定職俸給表１号俸相当をベースに、業務内
容、想定勤務日数等を総合的に勘案し算出している。また、文化分野の保存・活用を図ることを主
要な業務とする他法人の理事（非常勤）の報酬額との比較を踏まえると、報酬水準は妥当であると
考えられる。

B監事
（非常勤）

その他（内容）

（　　　　）

前職
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４　役員の退職手当の支給状況（平成２９年度中に退職手当を支給された退職者の状況）

区分 支給額（総額） 退職年月日 業績勘案率 前職

千円 年 月

4,617 3 8 H29.3.31 1.0

千円 年 月

7,007 6 0 H29.3.31 1.0

千円 年 月

該当なし

注：「前職」欄には、退職者の役員時の前職の種類別に以下の記号を付す。
　　　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、該当がない場合は空欄。　退職公務員「*」、役員出向者「◇」、独立行政法人等の退職者「※」、退職公務員でその後

　独立行政法人等の退職者「＊※」、該当がない場合は空欄

５　退職手当の水準の妥当性について
【主務大臣の判断理由等】

区分

６　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

当法人においては、期末特別手当について、独立行政法人国立美術館役員報酬規則に則り、文
部科学大臣が行う業績評価の結果を勘案して、前項の規定による期末特別手当の額の１００分の
１０の範囲内で、これを増額し、又は減額した額とすることができることとしている。

適用

監事
（非常勤）

法人の長

法人での在職期間

監事
（非常勤）

判断理由

在職期間3年8ヶ月における法人及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金
に係る業績勘案率の算定ルールについて」（平成27年5月25日総務大臣決定）に基づき、文部
科学大臣が業績勘案率1.0を決定した。退職手当支給額は、当該業績勘案率を踏まえ、「役員
退職手当規程」に基づき決定されており、妥当なものと認められる。

在職期間6年における法人及び個人の業績等を踏まえ、「独立行政法人の役員の退職金に係
る業績勘案率の算定ルールについて」（平成27年5月25日総務大臣決定）に基づき、文部科学
大臣が業績勘案率1.0を決定した。退職手当支給額は、当該業績勘案率を踏まえ、「役員退職
手当規程」に基づき決定されており、妥当なものと認められる。

該当なし

注：「判断理由」欄には、法人の業績、担当業務の業績及び個人的な業績の検討結果を含め、業績勘案
　　 率及び退職手当支給額の決定に到った理由等を具体的に記入する。

法人の長

理事

理事
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Ⅱ 職員給与について
１　職員給与についての基本方針に関する事項

〔能率、勤務成績が反映される給与の内容〕

　③　 給与制度の内容及び平成２９年度における主な改定内容

独立行政法人国立美術館職員給与規則に則り、俸給及び諸手当（扶養手当、地域手当、住
居手当、通勤手当、単身赴任手当、超過勤務手当、休日出勤手当、夜勤手当、管理職手
当、主任研究員手当、期末手当及び勤勉手当）としている。
期末手当については、期末手当基準額（俸給＋扶養手当＋地域手当＋役職段階別加算額
＋管理職加算額）に６月に支給する場合においては１００分の1２２.５、１２月に支給する場合
においては１００分の１３７.５を乗じ、さらに基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在
職期間に応じた割合を乗じて得た額としている。
勤勉手当については、勤勉手当基準額（俸給＋地域手当＋役職段階別加算額＋管理職加
算額）に勤勉手当の支給基準に従って定める割合を乗じて得た額としている。
また、平成２９年度においては国家公務員の給与改定に準拠し、①人事院勧告による官民較
差等の状況を踏まえ、俸給水準を平均０．２％引き上げ（平成３０年２月期において平成２９年
４月に遡及して引き上げを実施）、②勤勉手当支給率の引き上げ（年間０.１ヶ月分）、③扶養
手当額の改定等を実施した。

制度の内容

俸給月額
（昇格）

従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により１級上位の級に昇
格させることができる。

俸給月額
（昇給）

昇給期間における勤務成績等に応じて、上位の号俸に昇給させることが
できる。

賞与：勤勉手当
（査定分）

基準日以前６箇月以内の期間における、勤務成績に応じて決定される支
給割合（成績率）に基づき支給される。

　①　職員給与の支給水準の設定等についての考え方

　②　職員の発揮した能率又は職員の勤務成績の給与への反映方法についての考え方（業績給
　　の仕組み及び導入実績を含む。）

独立行政法人通則法第５０条の１０第３項に基づき、業務の実績を考慮し、かつ、社会一般情
勢（国家公務員の給与水準）に適合するよう、学歴、試験、経験及び職務の責任の度合いを
基に給与水準を決定している。

勤務評定等の結果を踏まえた勤務成績を考慮し、昇格、昇給の実施及び勤勉手当の成績率
の決定を行っている。

給与種目
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２　職員給与の支給状況
　①　職種別支給状況

うち通勤手当
人 歳 千円 千円 千円 千円

90 44.4 7,795 5,783 155 2,012
人 歳 千円 千円 千円 千円

41 40.7 6,425 4,758 171 1,667
人 歳 千円 千円 千円 千円

48 47.5 9,002 6,684 139 2,318
人 歳 千円 千円 千円 千円

1 - - - - -

人 歳 千円 千円 千円 千円

4 69.0 17,197 12,428 129 4,769
人 歳 千円 千円 千円 千円

4 69.0 17,197 12,428 129 4,769

人 歳 千円 千円 千円 千円

18 43.6 5,217 5,034 123 183
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 48.9 4,274 3,907 120 367
人 歳 千円 千円 千円 千円

9 38.3 6,160 6,160 125 0

常勤職員については、在外職員、任期付職員及び再任用職員を除く。
技能・労務職種とは、守衛の業務、又は映写技術に関する業務に従事する職種をいう。

うち賞与平均年齢

事務・技術

研究職種

技能・労務職種の該当者は１人の為、当該個人に関する情報が特定されるおそれのあることから、平均
年齢以下の項目を記載していない。

総額
人員

任期付職員

指定職種

区分

技能・労務職種

常勤職員

注４：

注３：

事務・技術

研究職種

うち所定内
平成２９年度の年間給与額（平均）

非常勤職員

注１：
注２：

常勤職員、任期付職員、非常勤職員のうち医療職種（病院医師）、医療職種（病院看護師）及び教育職
種（高等専門学校教員）、在外職員並びに再任用職員については、該当する者がないため欄を省略し
た。
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② 年齢別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）〔在外職員、任期付職員及び再任用職員
を除く。以下、④まで同じ。〕

注１：

注： 年齢32-35歳、36-39歳の該当者については４人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることか
ら、第１・第３四分位を表示していない。

①の年間給与額から通勤手当を除いた状況である。以下、④まで同じ。

注２： 年齢24-27歳、40-43歳、 48-51歳、52-55歳及び56歳-59歳の該当者については４人以下のため、当該個人に関する
情報が特定されるおそれがあることから、第１・第３四分位を表示していない。
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③

（事務・技術職員）

平均
人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

本部課長 2 - - - -

本部室長 1 - - - -

本部係長 3 40.2 6,265 - -

本部主任 1 - - - -

本部係員 5 28.7 4,512 4,596 4,443

地方課長 4 52.8 8,954 - -

地方室長 3 49.8 7,311 - -

地方係長 12 45.0 6,546 7,829 5,314

地方主任 3 36.5 5,270 - -

地方係員 7 29.2 4,337 4,689 3,562

（研究職員）

平均
人 歳 千円 千円 千円

代表的職位

　副館長 4 58.0 11,484 - -
　学芸課長 5 50.7 11,092 12,452 9,753
　主任研究員 34 47.4 8,646 10,103 6,734
　研究員 5 36.3 6,010 6,320 5,613

④

（事務・技術職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
一律支給分（期末相当） ％ ％ ％

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

％ ％ ％

         最高～最低 　　～　　 　　～　　

一律支給分（期末相当） ％ ％ ％

59.2 58.9 59.0

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

40.8 41.1 41.0

％ ％ ％

         最高～最低 46.2～38.2 　　44.2～38.3　　 　　43.1～38.3

注１： 本部係長、地方課長、地方室長、地方主任の該当者は４人以下のため、当該個人に関する情
報が特定されるおそれがあることから、最高～最低を記載していない。

注２： 本部課長、本部室長、本部主任の該当者は２人以下のため、当該個人に関する情報が特定さ
れるおそれがあることから、平均年齢以下の項目を記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

注１： 副館長の該当者は４人以下のため、当該個人に関する情報が特定されるおそれがあることか
ら、最高～最低を記載していない。

注：事務・技術職員の管理職員は２人以下のため、記載していない。

分布状況を示すグループ 人員 平均年齢
年間給与額

最高～最低

職位別年間給与の分布状況（事務・技術職員／研究職員）

一般
職員

賞与（平成２９年度）における査定部分の比率（事務・技術職員／研究職員）

最高～最低

区分

管理
職員
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（研究職員）

夏季（6月） 冬季（12月） 計
一律支給分（期末相当） ％ ％ ％

53.1 55.4 54.3

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

46.9 44.6 45.7

％ ％ ％

         最高～最低 52.4～39.6 48.4～39.6 50.1～39.6

一律支給分（期末相当） ％ ％ ％

58.9 59.3 59.1

％ ％ ％

査定支給分（勤勉相当）
（平均）

41.1 40.7 40.9

％ ％ ％

         最高～最低 46.2～38.5 45.5～38.5 43.1～38.5

３　給与水準の妥当性の検証等

事務・技術職員

・年齢・地域・学歴勘案　　　 　90.1

・年齢勘案　　　　　　　　　　　 99.7

（法人の検証結果）
俸給表、諸手当等の給与体系は国家公務員に準拠しており、国からの財政
支出の割合は大きいものの、対国家公務員指数（年齢勘案）は国を0.3ポイン
ト下回っており、平成２９年度の事務職員の給与水準は適切なものであると認
識している。

引き続き適正な給与水準の維持に努める。

該当なし

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　98.3

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　83.7％
（国からの財政支出額　9,547百万円、支出予算の総額　11,407百万円：平成
29年度予算）
累積欠損額　0円（平成29年度決算）
支出総額に占める給与・報酬等支給額の割合　8.6％
（支出総額（平成29年度決算ベース）　11,176,024千円、給与・報酬等支出総
額　960,418千円）
管理職の割合　0%（常勤職員数41名中0名）
大卒以上の割合　82.9%（常勤職員数41名中34名）

内容

・年齢・地域勘案　　　　　　　　90.6

項目

対国家公務員
指数の状況

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

講ずる措置

　給与水準の妥当性の
　検証

区分

管理
職員

一般
職員

（主務大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与
水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただ
きたい。
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研究職員

４　モデル給与

５　業績給の仕組み及び導入に関する考え方

　給与水準の妥当性の
　検証

（法人の検証結果）
俸給表、諸手当等の給与体系は国家公務員に準拠しており、国からの財政
支出の割合は大きいものの、対国家公務員指数（年齢勘案）は国を4.9ポイン
ト下回っており、平成２９年度の研究職員の給与水準は適切なものであると認
識している。

内容

該当なし

・年齢・地域勘案　　　　　　　　93.0

・年齢・学歴勘案　　　　　　　　94.6

【国からの財政支出について】
支出予算の総額に占める国からの財政支出の割合　83.7％
（国からの財政支出額　9,547百万円、支出予算の総額　11,407百万円：平成
29年度予算）
累積欠損額　0円（平成29年度決算）
支出総額に占める給与・報酬等支給額の割合　8.6％
（支出総額（平成29年度決算ベース）　11,176,024千円、給与・報酬等支出総
額　960,418千円）
管理職の割合　8.3%（常勤職員数48名中4名）
大卒以上の割合　100%（常勤職員数48名中48名）

・年齢・地域・学歴勘案　　　 　92.6

対国家公務員
指数の状況

・年齢勘案　　　　　　　　　　　 95.1

　国に比べて給与水準が
　高くなっている理由

項目

講ずる措置
引き続き適正な給与水準の維持に努める。

（主務大臣の検証結果）
給与水準の比較指標では国家公務員の水準未満となっていること等から給与
水準は適正であると考える。引き続き適正な給与水準の維持に努めていただ
きたい。

（扶養親族がいない場合）
○　２２歳（大卒初任給）
　月額　１７９，２００円　年間給与　２，６６５，０００円
○　３５歳（本部主任）
　月額　３１６，９２０円　年間給与　５，１７８，０００円
○　５０歳（本部室長）
　月額　４４３，４００円　年間給与　７，４３７，０００円

※扶養親族がいる場合には、扶養手当（配偶者１０，０００円、子１人につき８，０００円）を支給

昇格、昇給の実施及び勤勉手当の成績率の判定については、規則に基づく勤務の評定、または
業務において特に優秀な成績を修めた職員の勤務成績を考慮している。
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Ⅲ　総人件費について

(A)

(Ｂ)

(Ｃ)

(D)

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)

総人件費について参考となる事項

Ⅳ　その他

特になし。

注：中期目標管理法人及び国立研究開発法人については中期目標期間又は中長期目標
　　 期間の開始年度分から当年度分までを記載する。行政執行法人については当年度分を
　　 記載する。

最広義人件費

非常勤役職員等給与

退職手当支給額

千円

平成28年度

119,129

千円

区　　分

千円

947,002
給与、報酬等支給総額

①人事院勧告を踏まえた俸給水準及び勤勉手当支給率の引き上げ等の
影響により「給与、報酬等支給総額」は対前年度比1.4％増となった。
また、上記の他、非常勤職員数の増加や保険料率の引き上げ等に伴う
「非常勤職員等給与」（前年度比14.4％）及び「福利厚生費」（前年度比
3.5%）の増加、並びに「退職手当支給額」の減少（前年度比△59.3％）によ
り、「最広義人件費」は対前年度比0.6％増となり、昨年度とほぼ同水準と
なった。

②「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成29年11月17日閣
議決定）に基づき、平成３０年１月から以下の措置を講じた。

役員に関する講じた措置の概要：国家公務員の退職手当において行わ
れた調整率の改定と同様の措置を講じ、退職手当額の算出に用いる支給
率の引き下げを行った。

職員に関する講じた措置の概要：国家公務員の退職手当において行わ
れた調整率の改定と同様の措置を講じ、退職手当額を算出する際に用い
る支給率の引き下げを行った。

福利厚生費

千円

1,679,448

198,057

千円

415,260

平成29年度

千円

960,418

1,689,210

48,505

千円

475,256

千円

205,031

千円千円
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